
概算要求基準等の推移

36年度予算概算要求枠 （35. 8. 2） ５０％増の範囲内

37年度予算概算要求枠 （36. 6.13） 〃

38年度予算概算要求枠 （37. 7.24） 〃

39年度予算概算要求枠 （38. 7.23） 〃

40年度予算概算要求枠 （39. 7.31） ３０％増の範囲内

41年度予算概算要求枠 （40. 7.20） 〃

42年度予算概算要求枠 （41. 7.15） 〃

43年度予算概算要求枠 （42. 7.28） ２５％増の範囲内

44年度予算概算要求枠 （43. 7.19） 〃

45年度予算概算要求枠 （44. 8. 5） 〃

46年度予算概算要求枠 （45. 7.28） 〃

47年度予算概算要求枠 （46. 7.27） 〃

48年度予算概算要求枠 （47. 7.25） 〃

49年度予算概算要求枠 （48. 7.27） 〃

50年度予算概算要求枠 （49. 7.30） 〃

51年度予算概算要求枠 （50. 7.29） １５％増の範囲内

52年度予算概算要求枠 （51. 7.30） 一般行政経費 １０％増
の合計額の範囲内

そ の 他 １５％増

53年度予算概算要求枠 （52. 7.29） 一般行政経費
経常事務費 ０
そ の 他 ５％増 の合計額の範囲内

そ の 他 １３．５％増

54年度予算概算要求枠 （53. 7.28） 一般行政経費
経常事務費 ０
そ の 他 ５％増 の合計額の範囲内

そ の 他 １３．５％増

55年度予算概算要求枠 （54. 7.31） 一般行政経費 ０
の合計額の範囲内

そ の 他 １０％増

56年度予算概算要求枠 （55. 7.29） 一般行政経費 ０
の合計額の範囲内

そ の 他 ７．５％増

57年度予算概算要求枠 （56. 6. 5） ０

58年度予算概算要求枠 （57. 7. 9） マイナス５％の範囲内（除く投資的経費）

59年度予算概算要求枠 （58. 7.12） 経常部門 マイナス１０％
の合計額の範囲内

投資部門 マイナス ５％

60年度予算概算要求基準 （59. 7.31） 〃

61年度予算概算要求基準 （60. 7.26） 〃

62年度予算概算要求基準 （61. 7.21） 〃

63年度予算概算要求基準 （62. 7.31） 経常部門 マイナス１０％
の合計額の範囲内

投資部門 ０
ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円

元年度予算概算要求基準 （63. 7.15） 〃

２年度予算概算要求基準 （元. 7.11） 経常部門 マイナス１０％
の合計額の範囲内

投資部門 ０
ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円

３年度予算概算要求基準 （２. 7.27） 経常的経費 マイナス１０％
の合計額の範囲内

投資的経費 ０
（新たに生活関連重点化枠設定 2,000億円）
ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円



４年度予算概算要求基準 （３. 7. 5） 経常的経費 マイナス１０％
の合計額の範囲内

投資的経費 ０
生活関連重点化枠 2,000億円
新たに公共投資充実臨時特別措置として 2,000億円
の範囲内で要求額に加算

ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円

５年度予算概算要求基準 （４. 6.23） 経常的経費 マイナス１０％
新たに生活・学術研究臨時 の合計額の範囲内
特別措置

投資的経費 ０
生活関連重点化枠 2,500億円
公共投資充実臨時特別措置として 2,000億円
の範囲内で要求額に加算

ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円

６年度予算概算要求基準 （５. 8.13） 経常的経費 マイナス１０％
の合計額の範囲内

投資的経費 プ ラ ス ５％
ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円

７年度予算概算要求基準 （６. 7.29） 経常的経費 マイナス１０％
の合計額の範囲内

投資的経費 プ ラ ス ５％
（うち新たに公共投資重点化枠設定 3,000億円）
ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円

８年度予算概算要求基準 （７. 8. 4） 経常的経費
一般行政経費マイナス15％
そ の 他マイナス10％ の合計額の範囲内
新たに経済発展基盤・学術
研究臨時特別加算

投資的経費 プ ラ ス ５％
（公共事業費については、公共投資重点化枠とあわせて
５％）

（公共投資重点化枠 3,000億円）
ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円

９年度予算概算要求基準 （８．7.30） 経常的経費
一般行政経費 マイナス１５％
そ の 他 マイナス１２．５％ の合計額の範囲内
利 子 補 給 等 マイナス５％
人 件 費 マイナス０．８％
新たに、経済構造改革特別措置
3,000億円

投資的経費 ０
うち公共投資重点化枠 5,000億円

公共事業関係費 4,000億円
その他施設費 1,000億円

ほか、社会資本整備特別措置法による事業 13,000億円

10年度予算の概算要求に当たっての基本 「財政構造改革の推進について」(9.6.3閣議決定）、「平成
的な方針 （９．７．８） 10年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」

(9.7.8総理閣議発言）、「平成10年度の概算要求について」
(9.7.8大蔵大臣閣議発言）に基づき、
一般歳出を９年度比
・社会保障関係費 ＋ 3,000億円未満
・公共投資予算 ▲ ７％以下
・国立学校特別会計へ繰入 ▲ ０以下
・私学助成（経常費助成） ▲ ０以下
・防衛関係費 ▲ ０以下
・ＯＤＡ（政府開発援助） ▲ １０％以下
・主要食糧関係費 ▲ ０以下
・科学技術振興費 概ね ＋ ５％以下
・エネルギー対策費 ▲ ０以下
・中小企業対策費 ▲ ０以下

要求額のうち
環境・科学技術・情報通信等経済構造改革特別調整措置

1,500億円
公共事業配分重点化措置
・物流効率化による経済構造改革特別枠 1,500億円
・生活関連等公共事業重点化枠 2,500億円

11年度予算の概算要求に当たっての基本 ⑴ 公共事業関係費 ０
的な方針 (10.８.12) ⑵ 科学技術振興費 ＋５％

⑶ 社会保障関係費 ＋5,700億円
⑷ その他の経費については、前年度当初 の範囲内

予算額における額（ただし、人件費に
ついては、これに係る義務的経費の増
を加算するものとする）。

特別枠
○景気対策臨時緊急特別枠 4兆円

（公共事業関係費） 2.7兆円
（その他の経費） 1.3兆円

○情報通信、科学技術、環境等２１世紀
発展基盤整備特別枠 1,500億円

公共事業配分重点化措置 5,000億円
○物流効率化による経済構造改革特別枠 1,500億円
○環境・高齢者等福祉・中心市街地活性化 1,000億円
等２１世紀の経済発展基盤整備特別枠

○生活関連等公共事業重点化枠 2,500億円



12年度予算の概算要求に当たっての基本 ⑴ 公共事業関係費 ０
的な方針 (11.７.30) ⑵ 社会保障関係費 ＋5,000億円

⑶ その他の経費については、前年度当初
予算額における額（ただし、人件費に の範囲内
ついては、これに係る義務的経費の増
を加算するものとする）。

特別枠
○情報通信、科学技術、環境等経済新生
特別枠 2,500億円

公共事業配分重点化措置
○物流効率化、環境・情報通信・街づく
り等経済新生特別枠 2,500億円

○生活関連等公共事業重点化枠 3,000億円

13年度予算の概算要求に当たっての基本 ⑴ 公共事業関係費 ０
的な方針 (12.８.１) ⑵ 社会保障関係費 ＋7,500億円

⑶ その他の経費については、前年度当初
予算における額に相当する額に、人件 の範囲内
費に係る義務的経費の増を加算し、配
分重点化対象経費額に1,000分の19を
乗じた額を控除した額。

特別枠
○日本新生特別枠(非公共) 2,500億円

〃 (非公共留保枠) 500億円
公共事業配分重点化措置
○日本新生特別枠(公共) 3,000億円

〃 (公共留保枠) 1,000億円
○生活関連等公共事業重点化枠 3,000億円

14年度予算の概算要求に当たっての基本 ⑴ 公共投資関係費（公共事業関係費 ＋
的な方針 (13.8.10) その他施設費) 要望額 ±0

⑵ 社会保障関係費 ＋7,000億円
(施設費を除く)

⑶ 義務的経費等については、人件費に係
る平年度化等の額を加算した額 の範囲内

⑷ 一般政策経費の額に相当する額に
90/100を乗じた額と
構造改革特別要求

一般政策経費－ＯＤＡ 10/100
科学技術振興費 5/100

を加算した額

公共投資重点化措置
○公共投資関係費の総額に相当する額に90/100を乗じた
額の範囲内で予算措置を講ずる。

14年度予算に係る要求・要望の期限の特例
○構造改革特別要求及び重点７分野に係る経費で、かつ、
相当の理由があると認められる公共投資関係費の要望の
送付期限を９月３０日とする。

15年度予算の概算要求に当たっての基本 ⑴ 公共投資関係費 (公共事業関係費 ＋
的な方針 (14.8.7) その他施設費) 要望額

要望基礎額の120/100
要望基礎額
公共投資関係費に相当する額に
97/100を乗じた額

⑵ 義務的経費については、前年度当初予算
における額に以下の①及び②を加算した
額
①人件費に係る平年度化等の増 の範囲内
②補充費途等(年金、医療等に限る)

＋6,900億円
⑶ 裁量的経費 要望額

要望基礎額の120/100
要望基礎額
裁量的経費に相当する額（科学技
術振興費に相当する額を除く）に
98/100を乗じた額に科学技術振興
費に相当する額を加算した額

公共投資重点化措置
○公共投資関係費の総額に相当する額に97/100を乗じた
額の範囲内に抑制する。

裁量的経費重点化措置
○予算措置の総額は、裁量的経費に相当する額（科学技術
振興費に相当する額を除く）に98/100を乗じた額に、科
学技術振興費に相当する額を加算した額を上限とする。



16年度予算の概算要求に当たっての基本 ⑴ 公共投資関係費(公共事業関係費＋その
的な方針 (15.8.1) 他施設費) 要望額

要望基礎額の120/100
要望基礎額
公共投資関係費に相当する額に
97/100を乗じた額

⑵ 義務的経費については、前年度当初予算
における額に以下の①及び②を加算した
額
①人件費に係る平年度化等の増 の範囲内
②補充費途等(年金、医療等に限る)

＋6,900億円
⑶ 裁量的経費 要望額

要望基礎額の120/100
要望基礎額
裁量的経費に相当する額（科学技
術振興費に相当する額を除く）に
98/100を乗じた額に科学技術振興
費に相当する額を加算した額

公共投資関係費の予算措置の総額
○公共投資関係費に相当する額に97/100を乗じた額の範囲
内に抑制する。

裁量的経費の予算措置の総額
○裁量的経費に相当する額（科学技術振興費に相当する額
を除く）に98/100を乗じた額に、科学技術振興費に相当
する額を加算した額を上限とする。

ほか、ＮＴＴ無利子貸付償還時補助がある。

17年度予算の概算要求に当たっての基本 ⑴ 公共投資関係費 (公共事業関係費 ＋
的な方針 (16.7.30) その他施設費) 要望額

要望基礎額の120/100
要望基礎額
公共投資関係費に相当する額に
97/100を乗じた額

なお、既存事業の廃止等の抜本的見直し
による削減額に相当する額を要望の上限
額に加算することができる。

⑵ 義務的経費については、前年度当初予算
における額に以下の①及び②を加算した
額
①人件費に係る平年度化等の増減 の範囲内
②補充費途等(年金、医療等に限る)

＋8,600億円
なお、制度の見直し（国庫補助負担金の
一般財源化等を除く。）により、要求額
が前年度当初予算における額に上記①及
び②を加算した額を下回る場合は、その
差額の範囲内において、上記の見直しに
よる削減額に相当する額を⑴又は⑶の要
望基礎額に加算することができる。

⑶ 裁量的経費 要望額
要望基礎額の120/100

要望基礎額
裁量的経費に相当する額（科学技
術振興費に相当する額を除く）に
98/100を乗じた額に科学技術振興
費に相当する額を加算した額

なお、既存施策の廃止等の抜本的見直し
による削減額に相当する額を要望の上限
額に加算することができる。

公共投資関係費の予算措置の総額
○公共投資関係費に相当する額に97/100を乗じた額の範囲
内に抑制する。

裁量的経費の予算措置の総額
○裁量的経費に相当する額（科学技術振興費に相当する額
を除く）に98/100を乗じた額に、科学技術振興費に相当
する額を加算した額を上限とする。

公共投資関係費及び裁量的経費の要望の調整
○両経費の要望額の合計額の範囲内において、両経費間で
所要の調整をすることができる。



18年度予算の概算要求に当たっての基本 ⑴ 公共投資関係費（公共事業関係費 ＋
的な方針 (17.8.11) その他施設費）要望額

要望基礎額の120/100
要望基礎額
前年度当初予算における公共投資
関係費に相当する額に97/100を乗
じた額

⑵ 義務的経費（年金・医療等に係る経費に限
る。)については､高齢化等に伴う増加等か
ら各般にわたる制度・施策の見直しによる
削減・合理化を図ることとし、その増（各
所管合計5,800億円）の範囲内において、
前年度当初予算における相当額に加算した
額 の範囲内

⑶ 義務的経費（年金・医療等に係る経費を除
く。)については､前年度当初予算における
相当額に人件費に係る平年度化等の増減を
加減算した額

⑷ 裁量的経費 要望額
要望基礎額の120/100

要望基礎額
前年度当初予算における裁量的経
費に相当する額に97/100を乗じた
額

公共投資関係費の予算措置の総額
○前年度当初予算における公共投資関係費に相当する額に
97/100を乗じた額の範囲内に抑制する。

裁量的経費の予算措置の総額
○前年度当初予算における裁量的経費に相当する額に
97/100を乗じた額を上限として縮減を図る。

各経費間の要求･要望の調整等
○公共投資関係費及び裁量的経費に係る要望基礎額並びに
義務的経費(年金･医療等に係る経費(人件費を除く｡)及
び既存債務の支払いに係る経費を除く｡)の要求額の合計
額の範囲内において､各経費間で所要の調整をすること
ができる｡

なお、前年度当初予算における公共投資関係費、義務
的経費（年金・医療等に係る経費（人件費を除く。）
を除く。）及び裁量的経費にそれぞれ相当する額には
｢三位一体改革に関する政府･与党合意｣において平成
18年度に行う｢税源移譲につながる改革｣の対象として
確定している国庫補助負担金の額を含まないものとす
る｡

予算配分の重点化促進のための加算
○総額1,000億円の範囲内で公共投資関係費及び裁量的経
費の予算措置の総額の上限に加算することができる｡


